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○御殿場市民会館条例 

平成１７年９月２８日 

条例第１６号 

改正 平成２３年９月１５日条例第２５号 

平成２６年３月６日条例第１１号 

令和元年９月１７日条例第７号 

御殿場市民会館条例（昭和５２年御殿場市条例第２１号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 市民の文化教養の向上と福祉の増進に寄与するため、御殿場市民会館（以下「市

民会館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

御殿場市民会館 御殿場市萩原１８３番地の１ 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、市民会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって、

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に市民会館の管理を行わせること

ができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 市民会館の利用の受付及び案内に関する業務 

(2) 市民会館の利用の承認又は承認の取消し若しくは変更に関する業務 

(3) 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の設定及び徴収に関する業務 

(4) 利用料金の減額又は免除に関する業務 

(5) 利用料金の還付に関する業務 

(6) 休館日又は開館時間の変更に関する業務 

(7) 市民会館の施設、設備等の維持管理に関する業務 

(8) 市民会館の設置目的に基づく各種事業の企画及び運営に関する業務 

(9) その他市民会館の管理上、市長が必要と認める業務 

（休館日） 

第５条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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号）に定める休日に当たるときは、その翌日 

(2) １２月２８日から翌年１月３日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじ

め市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは臨時に休館するこ

とができる。 

（開館時間） 

第６条 市民会館の開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。ただし、指定

管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更する

ことができる。 

（利用の承認等） 

第７条 市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければ

ならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与え

ないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めら

れるとき。 

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。 

(4) 指定管理者が特に認めた場合を除き、継続利用はホールにあっては５日、展示にあ

っては１０日、会議棟にあっては３日を超えるとき。 

(5) その他利用が不適当と認められるとき。 

３ 指定管理者は、第１項の承認をする場合において、市民会館の管理運営上必要と認め

るときは、条件を付すことができる。 

（利用の承認の取消し等） 

第８条 指定管理者は、前条の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、市民会館の利用の承認を取り消し、若しく

は変更し、又は利用を停止することができる。 

(1) 虚偽又は不正な手段により利用の承認を受けたとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(3) 利用者が前条第２項各号のいずれかに該当したとき。 

(4) 利用者が承認に付した条件又は指定管理者の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定による利用の承認の取消し、変更又は停止により生じた損害については、

指定管理者はその責めを負わない。 
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（利用料金） 

第９条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項の利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市

長の承認を得て定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表すると

ともに、利用者に周知しなければならない。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の減免） 

第１０条 指定管理者は、市長の定める基準に従い、その利用料金を減額し、又は免除す

ることができる。 

（利用料金の不還付） 

第１１条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定める基準に

従い、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用権譲渡等の禁止） 

第１２条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に市民会館を利用し、又は利用の権利

を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第１３条 利用者は、市民会館の利用を終了したとき、又は第８条第１項の規定により利

用の承認を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を、速やかに原状に回復し

なければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第１４条 利用者は、故意又は過失により市民会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失し

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認

めるときは、この限りでない。 

（市長による管理） 

第１５条 第３条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は御殿場市公の施設

の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第１４条

の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、市長が市民会館の管理を行う。こ

の場合において、この条例中指定管理者に関する規定は、市長に関する規定として市長

に適用があるものとする。 

２ 前項の場合における利用料金の取扱い等については、市長は、これを使用料として取

り扱うものとする。 

３ 前２項の管理の業務及び使用料については、市長はその自ら管理する業務の範囲及び
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期間並びに使用料の額を別に定める方法により周知しなければならない。 

（全部改正〔平成２３年条例２５号〕） 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の御殿場市民会館条例（以下「旧条例」という。）の

規定により市民会館の利用に係る承認を受けた者は、改正後の御殿場市民会館条例（以

下「新条例」という。）の規定により利用の承認を受けた者とみなし、この場合におけ

る旧条例第４条に規定する使用料については、新条例第９条に規定する利用料金を適用

する。 

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定により平成１８年４月１日以後の市民会館の利

用に係る使用料の減免の許可を受けた者は、新条例の規定により利用に係る利用料金の

減免の許可を受けた者とみなし、この場合における旧条例第５条の規定による使用料の

減免の措置については、新条例第１０条の規定による利用料金の減免の措置を適用する。 

附 則（平成２３年９月１５日条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の２の改正規定は平成２４年１月１

日から、別表の１の改正規定は同年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月６日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の御殿場市民会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後

の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお

従前の例による。 

附 則（令和元年９月１７日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（使用料又は利用料金に係る経過措置） 

２ この条例による改正後の料金の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係

る使用料又は利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金につい
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ては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に承認した御殿場市民会館及び市民交流センターの利用に係る利用

料金の額については、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

（一部改正〔平成２３年条例２５号・２６年１１号・令和元年７号〕） 

１ ホール棟基本利用料金上限額 

（１） ホール基本利用料金上限額 

ホ

ー

ル

別 

主催者   利 用

時間 

午前 午後 夜間 全日 

単位   ９ 時 か ら １ ２

時まで 

１ 時 か ら ５ 時

まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

午前９時から

午後９時３０

分まで 

大

ホ

ー

ル 

市 民 で

ある者 

平日 円 

１３，６１０ 

円 

２７，２３０ 

円 

３３，５１０ 

円 

６７，０３０ 

土・日曜日・

休日 

１７，８００ ３４，５６０ ４４，０００ ８９，０３０ 

そ の 他

の者 

平日 ２０，９５０ ４０，８５０ ５１，３２０ １０２，６５０ 

土・日曜日・

休日 

２７，２３０ ５３，４２０ ６７，０３０ １３４，０８０ 

小

ホ

ー

ル 

市 民 で

ある者 

平日 ４，１８０ ７，８５０ １０，４７０ ２０，９５０ 

土・日曜日・

休日 

５，２３０ １０，４７０ １３，０８０ ２６，１８０ 

そ の 他

の者 

平日 ６，２８０ １２，０３０ １６，２３０ ３１，９５０ 

土・日曜日・

休日 

７，８５０ １５，７００ １９，９００ ３９，８００ 

（２） ホール施設基本利用料金上限額 

  利 用 時

間 

午前 午後 夜間 全日 

施 設 区

分 

  ９ 時 か ら １ ２

時まで 

１ 時 か ら ５ 時

まで 

午後６時から午後

９時３０分まで 

午前９時から午後

９時３０分まで 

リハーサル室 円 

１，４００ 

円 

２，０８０ 

円 

２，８２０ 

円 

４，９１０ 

第１楽屋 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 
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第２楽屋 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 

第３楽屋 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 

第５楽屋 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 

第６楽屋 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 

楽屋事務室 ６７０ １，１００ １，３５０ ２，４５０ 

備考 

ア 「市民である者」とは、市内に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所

を有する個人若しくは法人をいう。 

イ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。 

ウ 利用料金には、大ホールについては、観客席、舞台及びロビーを、小ホールにつ

いては、観客席、舞台、ロビー及び客席椅子（４００脚）を含むものとする。 

エ 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、次の表の

額とし、利用者が利用後、速やかに納付しなければならない。 

入場料又はこれに類するものを徴収する額 利用料金 

１，０００円未満のとき 基本利用料金の１５０％相当額（営利を

目的としてホールを利用する場合は２０

０％相当額） 

１，０００円以上３，０００円未満のとき 基本利用料金の２００％相当額 

３，０００円以上のとき 基本利用料金の２５０％相当額 

オ 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収しない場合であっても、営利を目

的としてホールを利用するときは、基本利用料金の２００％相当額とする。 

カ 利用料金の計算において、１０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

２ 会議棟基本利用料金上限額 

  利 用

時間 

午前 午後 夜間 全日 

施 設

区分 

  ９時から１２時ま

で 

１時から５時まで 午後６時から午後

９時３０分まで 

午前９時から午後

９時３０分まで 

第１研修室 円 

６２０ 

円 

８３０ 

円 

１，２５０ 

円 

２，５００ 

第２研修室 ７８０ １，１００ １，６７０ ３，３５０ 

多目的室 ２，０８０ ２，７７０ ４，１３０ ８，２７０ 

市民企画室 ７８０ １，１００ １，６７０ ３，３５０ 

視聴覚室 ２，０８０ ２，７７０ ４，１３０ ８，２７０ 
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和室 ２，０８０ ２，７７０ ４，１３０ ８，２７０ 

調理実習室 ７８０ １，１００ １，６７０ ３，３５０ 

茶室 ４１０ ５７０ ８３０ １，６７０ 

第１会議室 ４１０ ５７０ ８３０ １，６７０ 

第２会議室 ４１０ ５７０ ８３０ １，６７０ 

第３会議室 ６２０ ８３０ １，２５０ ２，５００ 

第４会議室 ４１０ ５７０ ８３０ １，６７０ 

第５会議室 ６２０ ８３０ １，２５０ ２，５００ 

第６会議室 ６２０ ８３０ １，２５０ ２，５００ 

第７会議室 ２，０８０ ２，７７０ ４，１３０ ８，２７０ 

備考 市民以外の者が利用する場合は、２００％相当額とする。 

３ 時間外利用料金上限額 

区分 利用料金 

１時間当たり 基本利用料金の３０％相当額 

（１５分以上を１時間とする。） 

備考 

ア 管理上支障がなく、かつ、１時間未満の延長に限り承認する。 

イ 午前を引き続き利用するときは、午後の基本利用料金、午後又は夜間を引き続き

利用するときは、夜間の基本利用料金に係る金額とする。 

ウ 利用料金の計算において、１０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

４ 設備器具利用料金上限額 

（午前・午後・夜間各１回につき） 

区分 品名 単位 利用料金 備考 棟別 

舞 台

設備 

  円   

所作台 １式 ３，１３０ 花道用所作台を含む 大 

松・竹羽目 １式 １，０３０  大 

音響反射板 １式 ３，１３０ 天井、正面、側面、天板ライト共 大 

紗幕 １張 ５１０ 幅１８，０００×高さ７，５００ 大 

演台 １式 ５１０ 花台付き 大 

スクリーン １基 １，０３０  大 

吊物バトン １掛 ３００  大 

フルコンサート

ピアノ 

１台 ３，１３０ 椅子付き 大 
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大型プロジェク

ター 

１式 １０，４７０ スピーカー付き・スクリーン別 大 

セミコンサート

ピアノ 

１台 ２，０８０ 椅子付き 小 

音響反射板 １式 １，５６０  小 

演台 １式 ３００ 花台付き 小 

スクリーン １基 ７２０  小 

吊物バトン １掛 ２００  小 

グランドピアノ １台 １，０３０ 椅子付き リ ハ

ー サ

ル室 

平台 １枚 １５０ 高足付き 大・小 

山台用毛仙 １枚 ２００  大・小 

山台用布団 １枚 １００  大・小 

上敷ござ １枚 １００  大・小 

金・鳥の子屏風 １双 ５１０ 幅７５０×高さ２，４００（６曲） 大・小 

指揮台 １式 ２００ 指揮者用譜面台共 大・小 

譜面台 １脚 ５０  大・小 

大太鼓 １式 ５１０ 直径５７５ 台付き 大・小 

プログラムスタ

ンド 

１台 ５０ 高さ１，５００ 大・小 

黒板・ホワイトボ

ード 

１台 １００  大 ・

小・会 

司会台 １台 １００  大・小 

ジョーゼット幕 １式 ５１０  大・小 

持ち込み電気器

具 

１kw １００  大・小 

スモークマシン １台 １，０３０  大・小 

会議用机 １脚 １００ 折りたたみ 幅１，８００×奥行４

５０ 

大 ・

小・会 

折りたたみ椅子 １脚 ５０  大 ・

小・会 

デイライトスク１面 ５１０  大 ・
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リーン 小・会 

展示用パネル １ 枚 ／

日 

１００  小・会 

ビデオ・DVDデッ

キ 

１台 １，０３０  会 

展示用照明器具 １日 ５１０  会 

照 明

設備 

照明調光装置 １式 ４，１８０  大 

花道フットライ

ト 

１列 ３００ ６０W×４２灯 ２CIR 大 

第１ボーダーラ

イト 

１列 ５１０ ２００W×７２灯 ４CIR 大 

第２ボーダーラ

イト 

１列 ５１０ ２００W×７２灯 ４CIR 大 

サスペンション

フライダクト 

１列 １，５６０ １４kw（１kw・５００Wスポット） 大 

アッパーホリゾ

ントライト 

１列 ５１０ ５００W×６０灯 ４CIR 大 

ロアーホリゾン

トライト 

１列 ５１０ ３００W×７２灯 ４CIR 大 

シーリングスポ

ットライト 

１列 ２，０８０ １kw×２４灯 大 

フロントサイド

スポットライト 

１ヵ所 ６２０ １kw×８灯 大 

トーメンタルス

ポットライト 

１式 １，０３０ １kw×６灯 大 

フットライト（埋

込み） 

１式 ５１０ ６０W×８４灯 ４CIR 大 

クセノンピンス

ポットライト 

１台 １，０３０ ３kw 大 

ストリップライ

ト 

１台 ２００ ６０W×８灯 大・小 

プロジェクター

スポットライト 

１台 ２００ 先玉込み 大・小 
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スポットライト １台 ２００ １kw 大・小 

スポットライト １台 １００ ５００W 大・小 

特殊スポットラ

イト 

１台 ５１０  大・小 

ストロボマシン １式 １，０３０ ２対向 大・小 

エフェクトマシ

ン 

１式 ５１０ ダブルマシン、リップルマシン、オ

ーロラマシン、波 

大・小 

ハロゲンピンス

ポットライト 

１台 ５１０ １kw 大・小 

ミラーボール １台 ５１０  大・小 

カラーシート １枚 実費  大・小 

ライト用スタン

ド 

１台 ２００ ３灯用 大・小 

ライト用スタン

ド 

１台 １００ １灯用 大・小 

照明調光装置 １式 ２，０８０  小 

ボーダーライト １列 ３００ １５０W×５４灯 ４CIR 小 

サスペンション

フライダクト 

１列 ６２０ ４kw（１kw・５００Wスポット） 小 

アッパーホリゾ

ントライト 

１列 ３００ １５０W×５４灯 ４CIR 小 

ロアーホリゾン

トライト 

１列 ３００ ２００W×９灯 ３CIR 小 

シーリングスポ

ットライト 

１列 ６２０ １０kw（１kw・５００Wスポット） 小 

クセノンピンス

ポットライト 

１式 ５１０ １kw 小 

音響

設備 

音響調整装置 １式 ４，１８０ 調整卓、固定スピーカー 大 

エレベーターマ

イク装置 

１本 ５１０ マイク付き 大 

三点吊収音装置 １式 １，５６０ マイク付き 大 

デジタルメディ

アレコーダー 

１台 ５１０  大・小 
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MDプレーヤー １台 ５１０  大・小 

移動式音響調整

卓 

１式 １，０３０  大・小 

カセットテープ

レコーダー 

１台 ２００  大・小 

CDプレーヤー １台 ２００  大・小 

特殊効果装置 １台 ５１０  大・小 

コンデンサーマ

イクロホン 

１本 ５１０  大・小 

マイクロホンス

タンド 

１本 １００  大・小 

移動式スピーカ

ー 

１台 ３００  大・小 

テレビ中継 １式 ２０，９５０ 放映・録画共 大・小 

ラジオ中継 １式 １０，４７０ 放送・録音共 大・小 

音響調整装置 １式 ２，０８０ 調整卓、固定スピーカー 小 

二点吊収音装置 １式 １，０３０ マイク付き 小 

音響調整装置 １式 １，０３０ マイク２本 会 

ワイヤレスマイ

クロホン 

１式 １，０３０  大 ・

小・会 

ダイナミックマ

イクロホン 

１本 ３００  大 ・

小・会 

 


